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序

本
稿
は
明
治
元
年
か
ら
明
治
八
年
五
月
の
樺
太
千
島
交
換
に
至

る
北
方
領
土
問
題
に
関
し
て
、
交
渉
の
経
過
は
従
来
の
研
究
（
１
）

屯
あ
る
の
で
他
に
譲
り
、
政
策
決
定
の
考
察
に
意
を
用
い
、
と
く

に
明
治
政
府
の
要
路
者
に
つ
い
て
、
個
別
に
そ
の
論
議
主
張
を
順

次
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
敢
え
て
年
次
を

追
わ
ず
、
個
汽
に
項
目
を
建
て
る
の
で
記
述
の
前
後
重
複
を
免
れ

な
い
が
、
便
宜
一
応
の
経
過
に
触
れ
て
か
ら
各
説
に
移
り
た
い
。

明
治
新
政
府
が
旧
幕
府
か
ら
引
き
継
い
だ
当
時
は
、
安
政
元
年

十
二
月
の
日
露
和
親
条
約
に
よ
り
、
樺
太
は
境
界
を
分
た
ず
双
方

雑
居
、
千
鳥
は
エ
ト
ロ
フ
・
ウ
ル
ッ
プ
島
間
を
境
界
と
定
め
ら
れ

て
い
た
が
、
樺
太
で
は
次
第
に
露
人
が
優
勢
と
な
っ
て
い
っ
た
。

新
政
府
成
立
旱
ミ
朝
鮮
交
渉
の
一
方
、
北
方
問
題
に
直
面
し

蝦
夷
地
開
拓
と
関
連
し
て
樺
太
対
策
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
明
治

法
政
史
学
第
一
五
号

明
治
初
期
の
樺
太
問
題
と
政
府
要
路二
年
七
月
開
拓
使
が
置
か
れ
、
政
府
の
北
方
対
策
も
緒
に
つ
い
た

が
、
樺
太
現
地
で
の
紛
争
は
絶
え
ず
、
丸
山
作
楽
・
岡
本
監
輔
・

谷
元
道
之
ら
現
地
か
ら
帰
朝
し
、
こ
む
ど
も
強
硬
策
を
建
言
し
た

が
、
廟
議
は
出
兵
に
動
か
な
か
っ
た
。

明
治
四
年
十
一
月
外
務
卿
に
就
任
し
た
副
島
種
臣
は
、
翌
年
露

国
代
理
公
使
の
着
任
を
得
て
六
月
か
ら
樺
太
談
判
を
進
め
た
が
、

日
本
側
の
樺
太
全
島
買
収
論
は
露
国
側
の
容
れ
る
所
と
な
ら
ず
、

こ
の
間
に
も
樺
太
現
地
で
の
不
祥
事
件
発
生
す
）
は
、
樺
太
放
棄

を
唱
え
て
い
た
開
拓
次
官
黒
田
清
隆
に
す
ら
、
六
年
九
月
出
兵
保

護
の
要
を
建
議
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
し
か
る
に
同
月
岩
倉
使
節
帰

朝
を
見
て
、
朝
鮮
遣
使
論
争
は
紛
糾
し
、
樺
太
問
題
も
緩
急
案
件

と
し
て
論
議
の
的
と
な
っ
た
。
征
韓
派
参
議
下
野
後
、
大
久
保
利

通
ら
は
樺
太
対
策
を
忽
せ
に
で
き
な
か
っ
た
が
、
韓
・
魯
・
蕃
す

な
わ
ち
朝
鮮
遣
使
・
樺
太
対
策
・
台
湾
遠
征
の
三
要
件
（
３
」
の
う

ち
、
翌
七
年
二
月
、
ま
ず
台
湾
征
討
出
師
に
決
し
、
廷
議
着
手
の

安
岡
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順
次
（
４
）
と
し
て
「
先
つ
便
を
魯
に
遣
り
樺
太
の
経
界
を
議
せ
ん
〈

其
議
は
則
五
十
度
を
以
て
限
界
を
定
む
る
に
有
り
、
若
し
協
は
さ

る
、
金
を
以
て
全
島
を
我
に
貢
ふ
に
在
り
（
中
略
）
此
論
決
し
事
定

る
、
是
に
於
て
始
て
使
を
朝
鮮
に
発
せ
ん
」
と
定
め
ら
れ
た
。
し

か
し
二
月
魯
韓
一
件
に
つ
い
て
「
魯
国
及
朝
鮮
江
使
節
を
派
遣
す

る
の
順
序
」
（
５
）
で
は
樺
太
交
換
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。

樺
太
放
棄
の
訓
令
（
６
）
に
基
い
た
榎
本
武
場
公
使
は
、
露
都
で

交
渉
上
一
応
島
上
分
界
を
主
張
し
た
が
、
結
局
、
明
治
八
年
五
月

樺
太
千
島
交
換
条
約
に
調
印
し
懸
案
結
着
を
見
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
明
治
初
年
の
北
方
領
土
問
題
に
関
し
て
は
、
細
川
亀
市
「
樺
太
・

千
島
交
換
問
題
の
顛
末
」
（
法
学
志
林
四
一
一
一
巻
一
、
二
号
四
四
巻
二

号
ｌ
「
近
代
日
本
外
交
史
研
究
』
昭
Ⅳ
所
収
）
に
専
ら
大
日
本
外
交

文
書
に
依
拠
し
て
交
渉
経
過
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
で
は
、
植

田
捷
雄
「
領
土
帰
属
関
係
史
Ｉ
小
笠
原
・
樺
太
。
千
島
及
び
琉
球
ｌ
」

（
国
際
法
学
会
編
「
平
和
条
約
の
綜
合
研
究
』
上
巻
昭
刀
所
収
）
、

お
よ
び
信
夫
情
三
郎
「
千
島
・
樺
太
交
換
条
約
」
（
日
本
外
交
史
研

究
・
明
治
時
代
『
国
際
政
治
』
一
九
五
七
秋
季
）
が
あ
り
、
大
山
梓

「
明
治
初
期
の
北
方
領
土
問
題
」
（
国
際
法
外
交
雑
誌
六
○
巻
四
・

五
・
六
合
併
号
昭
汀
）
で
は
樺
太
処
分
の
政
策
決
定
と
朝
鮮
台
湾
問
題

と
の
関
連
に
も
留
意
し
、
交
換
に
至
る
経
緯
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
「
樺
太
州
魯
人
事
件
ノ
概
略
」
（
大
日
本
外
交
文
書
第
六
巻

〔
一
六
一
一
〕
附
）

（
３
」
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
六
「
征
蕃
順
序
略
記
」
二
五
六
’
七
頁

明
治
初
期
の
樺
太
問
題
と
政
府
要
路
（
安
岡
）

（
４
）
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
七
「
樺
太
関
係
史
料
」
四
六
三
’
四
頁

（
５
）
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
七
四
六
四
’
六
頁
「
唐
太
を
彼
に
売

却
し
其
価
を
定
め
ウ
ル
プ
及
び
其
北
方
に
在
る
二
島
を
我
に
与
へ
且

唐
大
島
に
於
て
我
人
民
漁
業
に
妨
げ
な
き
条
約
を
定
む
る
」
（
原
案
）

（
６
）
大
日
本
外
交
文
書
第
七
巻
〔
二
二
一
〕
明
治
七
年
三
月
五
日

○
岩
倉
具
視
と
蝦
夷
地
開
拓

岩
倉
具
視
は
新
政
府
の
重
鎮
と
し
て
早
く
か
ら
蝦
夷
地
対
策
に

留
意
し
て
い
る
。
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）
三
月
九
日
〃
天
皇
太

政
官
代
に
臨
御
、
三
職
に
対
し
て
高
野
保
建
權
痙
辮
・
清
水
谷
公

考
鮒
建
議
に
か
か
る
蝦
夷
開
拓
の
可
否
諮
詞
が
あ
っ
た
が
、
（
１
）

副
総
裁
岩
倉
は
一
一
一
月
一
一
十
五
日
、
議
事
所
に
お
い
て
一
一
一
職
徴
士
に

蝦
夷
地
開
拓
の
事
宜
を
策
問
し
た
。
（
２
）

第
一
条
箱
館
裁
判
所
被
取
建
候
事

第
二
条
同
所
総
督
副
総
督
参
謀
人
撰
之
事

第
三
条
蝦
夷
名
目
被
改
、
南
北
一
一
道
被
立
置
テ
ハ
如
何

こ
れ
に
つ
い
て
鍋
島
直
正
、
大
久
保
利
通
、
木
戸
考
允
ら
一
同

人
材
登
用
に
賛
し
た
の
で
、
岩
倉
は
人
撰
決
定
つ
い
で
裁
判
所
設

置
、
漸
次
開
拓
着
手
の
順
序
を
立
て
る
よ
う
陳
告
し
た
。

か
く
て
同
年
四
月
十
二
日
、
箱
館
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
、
清
水

谷
公
考
が
総
督
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

政
府
が
早
く
も
北
門
開
発
を
重
要
視
し
、
開
拓
方
針
を
樹
立
し

た
に
つ
い
て
は
、
岡
本
監
輔
、
山
東
一
郎
ら
が
慶
応
三
年
同
志
を

一
八
一
一
一
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法
政
史
学
第
一
五
号

糾
合
し
た
北
門
社
一
派
の
献
策
が
よ
く
朝
臣
を
動
か
し
た
に
因
る

と
さ
れ
る
が
、
（
３
）
本
蝦
夷
す
な
わ
ち
北
海
道
に
関
し
て
は
直
ち

に
着
手
す
る
と
し
て
も
、
樺
太
経
営
に
至
っ
て
は
、
明
治
元
年
、

岡
本
監
輔
が
京
都
に
入
り
、
岩
倉
を
は
じ
め
、
大
久
保
利
通
、
広

沢
真
臣
、
副
島
種
臣
ら
を
訪
れ
、
こ
れ
を
説
い
て
も
新
政
府
多
事

の
際
と
て
願
ゑ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
（
４
）
樺
太
現
地
を
踏
査

し
た
岡
本
の
建
策
は
岩
倉
ら
に
も
一
概
に
無
視
は
さ
れ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、
事
実
内
外
多
端
で
、
旧
幕
脱
走
軍
榎
本
武
場
ら
が

蝦
夷
地
に
拠
る
に
及
び
、
開
拓
は
一
頓
坐
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

よ
っ
て
翌
一
一
年
二
月
一
一
十
八
日
、
議
定
岩
倉
は
議
定
兼
輔
相
一
一
一

条
実
美
に
、
外
交
・
会
計
・
蝦
夷
地
開
拓
を
三
要
件
と
し
て
朝
議

に
付
す
こ
と
を
求
め
た
（
５
）
。
こ
れ
は
奥
羽
箱
館
方
面
鎮
定
を
好

機
と
し
て
蝦
夷
地
開
拓
推
進
を
説
弐
一
、
「
内
〈
未
曽
有
ノ
大
利
益

ヲ
輿
シ
外
〈
魯
西
亜
人
力
垂
誕
ノ
念
ヲ
絶
」
つ
意
図
か
ら
「
蝦
夷

地
ヲ
開
ク
ト
否
ト
ハ
皇
国
ノ
隆
替
一
一
関
ス
」
と
し
て
開
拓
の
急
務

を
強
調
し
て
い
る
。

当
時
露
国
の
南
下
に
無
関
心
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
英
国
の
駐
日

公
使
。
ハ
ー
ク
ス
の
】
Ｈ
四
四
月
『
ｍ
・
田
口
島
の
叩
は
、
一
一
年
八
月
九
日

岩
倉
の
ほ
か
外
務
卿
沢
宣
嘉
を
は
じ
め
大
久
保
利
通
・
寺
島
宗
則

・
大
隈
重
信
・
鍋
島
直
正
ら
を
前
に
し
て
、
北
海
道
を
措
い
て
樺

太
を
優
先
さ
せ
る
の
を
危
倶
し
、
「
サ
カ
レ
ン
江
御
心
配
被
成
候

内
、
蝦
夷
は
被
奪
可
申
候
」
（
６
）
と
警
告
し
た
。

こ
の
頃
樺
太
現
地
の
事
情
は
悪
化
し
同
年
六
月
に
は
露
兵
が
函

泊
を
占
領
し
て
い
た
。
八
月
十
一
日
、
丸
山
作
楽
が
出
張
を
命
ぜ

ら
れ
樺
太
で
談
判
に
当
っ
た
が
不
調
に
終
る
。
現
地
か
ら
丸
山
ら

は
外
務
省
宛
に
（
７
）
「
陸
奥
之
鎮
守
府
を
全
島
之
管
鏡
た
る
敷
香

に
移
し
」
「
奥
羽
之
降
伏
人
を
農
兵
に
取
立
軍
団
を
置
」
く
こ
と

を
進
言
し
て
い
る
。
丸
山
は
岩
倉
に
も
樺
太
確
保
を
要
望
し
た
が
、

（
８
）
三
年
四
月
帰
京
し
て
樺
太
維
持
の
強
硬
策
を
具
申
し
た
。

米
国
公
使
へ
の
樺
太
問
題
斡
旋
依
頼
も
辞
退
さ
れ
た
政
府
は
、

直
接
交
渉
方
針
を
と
り
、
ｎ
年
五
月
副
島
種
臣
の
ポ
ッ
セ
ッ
ト
派

遣
と
な
る
が
、
実
現
に
至
ら
ず
、
露
国
代
理
公
使
ピ
ュ
ッ
オ
フ

皀
鴇
ロ
の
切
昌
国
・
弓
着
任
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

四
年
七
月
、
外
務
卿
に
就
任
し
た
岩
倉
は
、
八
月
進
ん
で
当
方

か
ら
露
都
へ
使
節
を
派
遣
し
交
渉
に
及
ぶ
べ
し
と
の
連
一
言
（
９
）
を

大
政
官
正
院
に
提
出
し
た
。
女
中
に
露
国
を
指
し
て
．
体
同
国

於
て
何
太
島
に
垂
誕
罷
在
候
は
今
更
申
上
候
迄
も
無
之
、
逐
日
開

拓
に
下
手
候
事
に
付
、
兎
に
角
一
日
も
延
推
い
た
し
候
儀
、
彼
方

に
て
は
好
都
合
に
有
之
」
と
述
べ
「
ポ
ッ
オ
ー
渡
来
の
時
を
袖
手

侍
居
候
事
如
何
に
も
無
策
の
様
」
と
し
、
露
都
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ

で
の
談
判
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
り
、
欧
州
各
国
視
聴
裡
に
交

渉
す
る
方
が
有
利
と
建
議
し
た
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

さ
れ
ば
四
年
十
一
月
、
特
命
全
権
大
使
と
し
て
米
欧
回
覧
に
出

発
の
後
も
、
五
年
七
月
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
三
条
実
美
宛
書
信
に

一
八
四
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「
魯
公
便
到
着
ノ
由
サ
ガ
レ
ン
ノ
事
定
而
御
苦
慮
之
事
と
存
候
」

（
Ｕ
と
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
屯
、
さ
こ
そ
と
う
な
ず
け
よ
う
。

六
年
九
月
帰
朝
し
た
岩
倉
を
待
っ
て
い
た
の
は
朝
鮮
遣
使
問
題

で
あ
っ
た
。
西
郷
隆
盛
ら
の
征
韓
派
に
反
対
し
た
六
年
十
月
二
十

三
日
の
岩
倉
の
意
見
書
で
も
、
遣
韓
使
節
反
対
の
一
論
拠
と
し
て

樺
太
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
「
今
ャ
樺
太
ノ
事
頻
二
起
ル
、
是
し

乃
目
前
ノ
急
亦
甚
注
意
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
可
ラ
ス
」
（
型
と
力
説
さ

れ
て
い
る
。
岩
倉
の
不
在
中
、
樺
太
案
件
交
渉
は
副
島
外
務
卿
渡

清
に
中
絶
の
形
と
な
り
、
六
年
四
月
に
は
楠
溪
で
露
兵
暴
行
事
件

が
発
生
し
、
開
拓
幹
事
堀
基
が
開
拓
次
官
黒
田
清
隆
に
警
護
出
兵

を
乞
う
事
態
と
な
っ
た
が
、
九
月
六
日
漸
く
現
地
取
極
め
通
）
で

小
康
を
得
た
時
で
あ
っ
た
。

岩
倉
は
帰
国
六
日
後
の
九
月
十
九
日
、
鮫
島
尚
信
宛
書
翰
で
も

台
湾
始
末
公
朝
鮮
征
伐
よ
り
も
樺
太
問
題
を
先
決
と
し
「
樺
太
魯

国
住
民
追
々
暴
動
之
件
有
之
、
右
は
難
捨
置
次
第
に
而
、
専
御
評

議
中
に
御
座
候
、
是
は
屹
度
談
判
も
相
始
り
、
必
始
末
被
遊
候
事

と
推
察
致
候
」
冠
）
と
述
べ
て
い
る
。

七
年
一
月
二
十
一
日
、
露
国
臨
時
代
理
公
使
ウ
ラ
ロ
ー
ス
キ
ー

。
Ｓ
一
・
貯
百
は
寺
島
外
務
卿
と
の
対
談
で
、
千
島
樺
太
交
換
を

提
議
（
ｕ
）
し
た
が
、
二
月
六
日
、
岩
倉
は
大
久
保
へ
の
書
翰
に
、

「
兼
而
樺
太
之
儀
は
一
嶋
乍
ら
必
世
論
も
可
生
に
付
而
は
、
得
失

之
上
に
而
、
捨
ろ
は
捨
、
可
得
は
得
る
と
着
目
有
之
度
」
（
連
と
注

明
治
初
期
の
樺
太
問
題
と
政
府
要
路
（
安
岡
）

意
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
日
閣
議
は
台
湾
出
兵
に
決
し
た
。
朝
鮮

・
樺
太
・
台
湾
三
要
件
の
う
ち
、
先
後
緩
急
の
順
序
か
ら
「
其
権
衡

に
因
て
本
年
廟
議
遂
に
征
蕃
に
決
」
（
理
し
た
の
で
あ
り
、
岩
倉

は
「
征
蕃
の
拳
、
臣
の
首
唱
に
係
る
」
（
Ⅳ
）
と
明
言
し
て
い
る
。

樺
太
問
題
で
は
、
す
で
に
一
月
十
八
日
榎
本
武
場
が
駐
露
公
使

に
任
命
ざ
れ
露
都
で
の
交
渉
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
復
古
記
第
二
冊
七
三
七
頁

な
お
蝦
岼
地
と
は
東
西
蝦
蝿
な
ら
び
に
北
蝦
夷
（
樺
太
）
の
総
称
。

（
２
）
岩
倉
公
実
記
中
巻
三
七
九
頁

（
３
）
新
撰
北
海
道
史
第
三
巻
六
’
八
頁

（
４
）
西
南
記
伝
上
巻
二
一
四
三
頁

な
お
岡
本
監
輔
（
文
平
）
に
は
『
北
門
急
務
」
「
窮
北
日
記
』
の
著
作

が
あ
る
。
と
も
に
北
門
社
蔵
板
（
明
治
四
年
刊
）

（
５
）
岩
倉
公
実
記
中
巻
七
○
三
頁

（
６
）
大
日
本
外
交
文
書
第
二
巻
第
二
冊
〔
三
七
○
〕
四
七
七
頁

（
７
）
何
大
檗
覧
（
写
）
二
編
二
十
八
（
明
治
二
年
十
一
月
見
込
建
白
）

（
８
）
岩
倉
宛
丸
山
作
楽
書
翰
明
治
二
年
十
一
月
二
十
一
日
（
副
島
種
臣

文
書
・
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
）

（
９
）
大
日
本
外
交
文
書
第
四
巻
一
一
一
六
九
’
三
七
○
頁

（
、
）
明
治
史
料
（
明
治
史
料
研
究
連
絡
会
）
第
三
号
（
昭
巧
）
四
一
頁

「
欧
米
巡
遊
中
の
岩
倉
具
視
書
翰
集
」
目
明
治
五
年
七
月
六
日
付

（
、
）
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
一
一
一
一
六
五
’
三
六
六
頁

（
、
）
ピ
ブ
リ
ア
（
天
理
図
書
館
報
）
第
二
十
号
（
昭
茄
）
に
「
明
治
初

一
八
五
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法
政
史
学
第
一
五
号

期
樺
太
日
露
交
渉
文
書
に
つ
い
て
」
と
題
し
、
同
館
収
蔵
の
日
露
樺

太
雑
居
仮
条
約
原
本
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
和
・
露
文
各
一
通
）

（
⑱
）
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
五
三
一
一
一
頁

（
晩
）
大
日
本
外
交
文
書
第
七
巻
〔
二
二
○
〕

（
お
）
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
五
四
九
七
頁

（
焔
）
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
六
二
五
六
’
二
五
七
頁

（
Ⅳ
）
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
六
二
六
三
頁

○
大
久
保
利
通
の
北
地
危
急
説

岩
倉
と
共
に
、
と
く
に
北
地
樺
太
の
問
題
を
重
視
し
た
の
は
大

久
保
利
通
で
あ
っ
た
。
岩
倉
の
項
で
も
触
れ
た
が
、
パ
ー
ク
ス
英

国
公
使
が
明
治
二
年
八
月
九
日
、
東
京
運
上
所
で
政
府
要
路
に
北

方
露
国
の
脅
威
を
説
い
た
の
に
、
著
し
く
反
応
を
示
し
た
の
も
参

議
大
久
保
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
で
に
前
月
、
現
地
か
ら
東
上

し
た
岡
本
監
輔
が
帰
京
当
日
、
大
久
保
に
露
国
軍
隊
母
子
泊
（
ク

シ
ュ
ン
コ
タ
ご
占
領
の
事
実
を
訴
え
、
大
久
保
は
日
記
に
「
彼

地
之
近
状
承
り
実
一
一
不
堪
驚
骸
候
」
（
１
）
と
記
し
て
い
た
程
で
あ

っ
た
。
翌
々
八
月
十
一
日
の
閣
議
で
は
、
使
節
の
樺
太
派
遣
、
露

国
と
の
現
地
交
渉
つ
い
で
政
府
の
方
針
決
定
と
の
順
序
を
主
張

し
、
右
大
臣
三
条
実
美
に
対
し
て
、
自
ら
北
地
に
出
張
し
、
実
地

検
分
に
当
る
こ
と
を
願
い

「
北
海
道
之
儀
魯
斯
亜
既
に
ク
シ
ュ
ン
コ
タ
ン
江
兵
隊
差
向
、

且
恵
土
呂
府
ヲ
奪
掠
イ
タ
シ
、
其
禍
心
他
一
一
あ
ら
さ
る
顕
然
、

且
皇
国
之
兵
乱
不
日
一
一
有
ル
事
も
亦
明
赫
な
り
、
就
而
今
日
廟

一
八
六

堂
大
英
断
を
以
、
戦
を
被
決
候
而
、
御
手
を
被
下
候
外
無
御
坐

尤
戦
ヲ
不
説
し
て
自
ら
政
府
之
大
英
断
実
蹟
ヲ
以
相
顕
れ
、
天

下
人
心
憤
発
興
起
仕
候
様
御
仕
向
肝
要
一
一
可
有
御
坐
候
、
就
而

〈
御
手
順
之
処
、
先
以
政
府
要
路
之
内
よ
り
一
人
出
張
被
仰
付

度
奉
存
候
」
（
２
）

と
て
利
通
へ
の
任
命
を
請
う
た
が
、
政
府
の
現
状
か
ら
大
久
保
の

出
張
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
開
拓
長
官
に
東
久
世
通
薦
が
任
命
さ

れ
る
と
、
そ
の
北
地
出
張
具
陳
は
岩
倉
も
可
と
し
て
実
現
を
見

た
。
「
北
地
之
大
難
く
旦
夕
一
一
迫
り
其
余
外
国
人
〈
其
虚
ヲ
伺
居

候
」
（
３
）
と
大
久
保
の
危
機
意
識
は
強
く
、
一
一
年
十
一
月
十
三
日

に
も
、
岩
倉
宛
書
翰
に
「
明
日
は
蝦
夷
唐
太
之
事
件
御
治
定
相
願

置
侯
（
中
略
）
実
に
唐
太
之
事
〈
今
日
之
大
患
、
寝
食
ヲ
不
安
卜

申
も
愚
な
る
事
」
（
４
）
と
表
情
を
訴
え
て
い
る
。
さ
ぎ
に
岩
倉
は

外
務
権
大
丞
黒
田
清
隆
を
東
京
府
知
事
に
用
い
よ
う
と
し
た
が
、

大
久
保
は
同
意
し
な
か
っ
た
。
こ
の
書
翰
で
は
黒
田
と
勝
安
芳
を

兵
部
大
丞
に
任
じ
陸
海
軍
分
担
さ
せ
る
よ
う
勧
め
て
い
る
。
兵
部

大
丞
に
十
日
後
任
ぜ
ら
れ
た
黒
田
は
、
兵
部
大
輔
前
原
一
誠
と
論

争
衝
突
、
大
久
保
は
黒
田
を
内
議
の
あ
っ
た
開
拓
次
官
に
任
じ
樺

太
専
務
に
、
と
岩
倉
宛
に
決
定
を
促
し
て
い
る
。
（
５
）

明
治
三
年
六
月
、
岩
倉
に
呈
し
た
大
久
保
の
意
見
書
に
は
．

一
、
丸
山
断
然
唐
太
御
目
的
を
以
、
分
明
に
御
沙
汰
有
之
度

同
人
丼
六
士
之
事
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一
、
魯
国
江
留
学
生
両
人
被
差
出
侯
事
肝
要
二
付
、
速
二
御
運
被
下
様

一
一
と
愚
考
仕
候

と
の
一
一
項
（
６
）
が
含
ま
れ
て
い
た
。
六
士
と
は
、
三
年
一
月
楠
溪

で
露
人
の
埠
頭
工
事
を
妨
げ
よ
う
と
し
て
捕
え
ら
れ
た
外
務
省
官

吏
川
島
元
盈
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
外
務
大
丞
丸
山
作
楽
は
前
項
で

も
触
れ
た
通
り
、
四
月
帰
京
し
て
強
硬
策
を
建
一
一
一
一
口
、
五
月
に
は
三

条
実
美
に
「
北
海
ノ
危
キ
コ
ト
今
〈
昨
一
一
倍
シ
、
何
大
ノ
急
ナ
ル

コ
ト
朝
ハ
タ
ヲ
侍
タ
ス
」
（
７
）
と
意
見
を
呈
し
て
い
た
。
黒
田
の

開
拓
次
官
任
命
は
五
月
に
実
現
し
、
七
月
樺
太
出
張
を
命
ぜ
ら
れ

た
。
露
国
留
学
に
は
西
徳
二
郎
が
撰
ば
れ
た
の
で
、
大
久
保
は
黒

田
・
西
両
人
を
送
別
に
招
き
対
露
策
を
協
議
し
た
と
い
う
。
（
８
）

六
年
九
月
米
欧
回
覧
か
ら
帰
朝
後
、
征
韓
論
争
に
当
り
、
大
久

保
は
、
反
対
意
見
七
ケ
条
の
中
で

「
夫
れ
魯
は
北
方
に
地
方
を
占
め
、
兵
を
下
し
て
樺
太
に
臨
承

一
拳
し
て
南
征
す
る
の
勢
あ
り
、
然
の
承
な
ら
す
、
輔
今
現
に

不
快
の
事
変
を
生
し
、
彼
我
の
関
係
穏
か
な
ら
す
、
商
議
半
に

し
て
未
た
何
れ
に
決
す
る
や
左
知
ら
す
」
（
９
）

と
、
朝
鮮
出
兵
反
対
の
一
理
由
と
し
て
北
方
問
題
を
挙
げ
、
且
つ

日
露
間
の
将
来
を
も
危
倶
し
、
岩
倉
と
同
じ
く
国
際
情
勢
の
顧
慮

を
重
ん
ず
る
立
場
を
と
っ
た
。

征
韓
論
者
が
廟
堂
を
去
っ
た
直
後
、
十
月
二
十
七
日
、
大
久
保

は
岩
倉
に
対
し
前
議
の
信
義
上
か
ら
も
「
樺
太
事
件
御
評
議
肝

明
治
初
期
の
樺
太
問
題
と
政
府
要
路
（
安
岡
）

要
」
、
）
と
し
て
意
見
を
呈
し
、
「
樺
太
混
雑
裁
判
之
事
、
及
樺
太

経
界
談
判
之
事
、
何
ク
迄
モ
前
議
ノ
御
決
定
一
一
戻
一
フ
サ
ル
様
確
定

ナ
ク
ン
ハ
、
若
シ
暖
昧
一
一
属
シ
候
節
〈
、
其
難
今
日
ヨ
リ
甚
シ
キ

ハ
顕
然
」
（
型
と
観
て
い
た
。
大
久
保
の
考
え
で
は
「
此
談
判
に

付
而
は
、
樺
太
混
雑
裁
判
事
件
よ
り
談
判
結
局
相
付
、
其
上
経
界

論
に
渉
り
侯
順
序
に
無
之
而
は
決
而
不
可
然
」
Ｅ
）
と
、
樺
太
に

お
け
る
露
兵
暴
行
事
件
の
解
決
を
先
決
と
し
、
つ
い
で
経
界
問
題

交
渉
に
当
る
の
を
得
策
と
し
た
。

樺
太
交
渉
の
使
節
派
遣
に
つ
い
て
、
七
年
一
月
大
久
保
は
自
ら

そ
の
任
に
当
る
こ
と
を
願
い
、
岩
倉
に
対
し
て
「
魯
使
節
人
体
之

（一一一条）

事
、
猶
又
条
公
御
示
談
之
趣
も
可
有
之
候
得
共
、
過
日
御
内
話
申

上
候
通
、
断
然
小
臣
江
拝
命
被
仰
付
度
奉
存
候
」
（
翌
と
切
望
し

て
い
る
が
、
も
と
よ
り
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
大
久
保
は
明
治
二
年

の
際
と
い
い
、
今
回
と
い
い
、
常
に
挺
身
現
地
交
渉
に
当
る
の
意

気
を
示
し
て
お
り
、
北
地
危
難
打
開
の
意
欲
を
窺
う
に
足
り
る
。

佐
賀
の
乱
の
出
張
鎮
定
や
征
台
後
の
渡
清
交
渉
に
当
っ
て
の
態
度

と
も
考
え
合
わ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

七
年
一
月
二
十
六
日
、
台
湾
朝
鮮
事
件
調
査
を
命
ぜ
ら
れ
、
大

隈
重
信
と
連
名
で
二
月
「
台
湾
蕃
地
処
分
要
略
」
を
作
成
、
同
月

「
魯
国
及
朝
鮮
江
使
節
を
派
遣
す
る
順
序
」
が
定
め
ら
れ
た
こ
と

は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
）
大
久
保
利
通
日
記
下
巻
五
五
頁
明
治
二
年
七
月
一
一
十
四
日

一
八
七
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○
木
戸
孝
允
の
樺
太
内
地
観

木
戸
孝
允
は
夙
に
征
韓
論
に
賛
す
る
と
共
に
「
カ
ー
フ
フ
ト
、
カ

ム
シ
ャ
ッ
カ
元
よ
り
我
威
を
仲
ん
と
欲
す
」
（
１
）
ろ
北
進
説
を
も

と
っ
て
一
い
た
。

蝦
夷
地
に
関
す
る
元
年
一
一
一
月
岩
倉
具
視
の
策
問
に
答
え
る
所
あ

っ
た
が
、
木
戸
自
ら
建
言
の
要
項
を
記
し
た
も
の
（
２
）
に
よ
る
と

箱
館
裁
判
所
総
督
の
人
撰
戸
蝦
夷
地
の
名
目
改
称
、
南
北
二
道
を

立
て
地
勢
に
よ
り
国
を
分
け
る
こ
と
、
開
墾
希
望
の
諸
侯
へ
の
土

地
割
一
譲
、
蝦
夷
地
に
お
け
る
収
納
諸
税
を
他
に
流
用
せ
ず
開
拓
費

（
２
）
大
久
保
利
通
文
書
第
三
二
四
九
’
二
五
○
頁

（
３
）
大
久
保
利
通
文
書
第
一
一
一
三
○
五
’
一
一
一
○
一
ハ
頁
明
治
二
年
十

月
二
十
五
日
新
納
立
夫
宛
書
翰

（
４
）
大
久
保
利
通
文
書
第
三
一
一
一
二
一
頁

（
５
）
大
久
保
利
通
文
書
第
一
一
一
四
二
七
’
四
一
一
一
○
頁
明
治
三
年
五

月
一
日
岩
倉
宛
書
翰

（
６
）
大
久
保
利
通
文
書
第
三
四
八
五
頁

（
７
）
丸
山
作
楽
伝
」
○
三
頁

（
８
）
男
爵
西
徳
二
郎
伝
四
六
頁
、
大
久
保
利
通
文
書
第
三
五
三

一
頁

（
９
）
大
久
保
利
通
文
書
第
五
五
八
’
五
九
頁

（
⑩
）
大
久
保
利
通
文
書
第
五
一
一
八
頁

（
ｕ
）
大
久
保
利
通
文
書
第
九
一
一
三
四
頁

（
、
〕
大
久
保
利
通
文
書
第
五
一
四
五
頁
明
治
六
年
十
一
月
十
二

日
岩
倉
宛
大
久
保
書
翰

（
、
）
大
久
保
利
通
文
書
第
五
二
七
九
頁
（
一
月
六
日
付
）

法
政
史
学
第
一
五
号

用
に
充
当
、
宗
谷
辺
樺
太
付
近
に
一
府
を
建
て
、
箱
館
へ
は
皇
族

中
か
ら
人
撰
差
遣
な
ど
と
あ
り
「
蝦
夷
地
開
拓
之
御
規
模
大
略
被

相
立
候
上
一
一
而
、
北
蝦
夷
御
開
拓
之
御
手
段
被
為
尺
度
」
と
樺
太

へ
着
手
の
順
序
を
立
て
て
い
る
。

右
の
う
ち
元
年
四
月
箱
館
裁
判
所
設
置
に
当
り
、
総
督
に
は
議

定
嘉
彰
親
王
が
任
ぜ
ら
れ
、
名
称
・
行
政
区
分
は
明
治
二
年
八
月

松
浦
武
四
郎
の
案
に
よ
り
蝦
夷
地
を
北
海
道
と
改
称
、
十
一
国
八

十
六
郡
に
分
け
、
北
蝦
夷
を
樺
太
と
改
称
さ
れ
る
な
ど
、
若
干
は

実
現
を
見
て
い
る
。
奥
羽
平
定
後
、
二
年
一
一
月
、
政
府
は
会
津
降

伏
人
を
蝦
夷
地
に
移
住
さ
せ
る
た
め
発
寒
・
石
狩
・
小
樽
内
を
軍

務
官
に
引
渡
す
よ
う
箱
館
府
に
命
じ
、
木
戸
は
軍
務
官
大
村
益
次

郎
と
謀
り
、
移
住
開
拓
を
進
め
よ
う
と
し
た
が
実
現
に
至
ら
ず
、

木
戸
は
遺
憾
千
万
と
し
て
い
る
。
（
３
）

二
年
八
月
一
日
、
「
島
氏
来
て
蝦
夷
地
開
拓
の
事
を
論
す
、
彼

已
に
蝦
夷
地
に
至
ら
ん
と
す
」
（
４
）
と
、
島
義
勇
が
開
拓
判
官
と

し
て
の
赴
任
を
前
に
木
戸
に
面
談
告
別
し
た
の
は
ｎ
前
に
も
触
れ

た
。
〈
－
ク
ス
が
政
府
要
路
に
樺
太
放
棄
を
勧
告
し
た
日
に
当
る
○

八
月
十
五
日
、
伊
藤
博
文
へ
の
書
中
に
「
向
内
争
小
事
侯
よ
り

内
を
束
ね
、
大
に
魯
人
之
欲
を
塞
ぎ
候
事
、
尤
至
急
之
義
」
（
５
）
と

会
津
移
民
一
件
に
つ
い
て
開
拓
使
と
兵
部
省
と
で
権
限
争
い
な
ど

し
て
い
る
時
で
な
い
旨
を
洩
ら
し
て
い
る
。

当
時
木
戸
を
蝦
夷
地
対
策
の
廟
議
に
復
す
る
よ
う
斡
旋
し
た
参

一
八
八
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議
広
沢
真
臣
は
木
戸
へ
の
書
中
（
６
）
に
「
此
節
大
議
事
〈
蝦
夷
地

之
事
一
一
而
、
魯
西
亜
之
南
遷
ス
ル
一
朝
一
夕
之
策
に
ア
ラ
ス
、
ヘ

イ
ト
ル
遺
志
ヲ
以
テ
段
々
併
呑
ス
ル
形
勢
可
有
之
〈
不
待
論
事
候

処
、
既
に
唐
太
エ
多
人
数
相
移
シ
、
兵
隊
ヲ
以
テ
保
護
イ
タ
シ
、

マ
、

不
容
容
模
様
に
相
聞
へ
、
英
仏
公
使
ヨ
リ
モ
新
聞
申
越
シ
、
彼
是

致
心
配
居
」
と
警
報
を
述
べ
、
対
露
策
と
し
て
「
先
開
拓
ヲ
主
ト

シ
魯
人
エ
対
シ
候
而
〈
可
堪
ヲ
耐
、
可
忍
を
忍
、
彼
矯
傲
暴
慢
ナ

ル
事
を
聞
起
皇
国
億
兆
切
歯
憤
癒
一
一
不
堪
時
一
一
至
り
、
干
戈
相
開

候
様
」
と
、
最
後
に
は
開
戦
を
辞
さ
な
い
論
調
で
あ
っ
た
。

木
戸
は
一
一
年
十
二
月
漬
国
朝
鮮
使
節
を
拝
命
、
そ
の
後
岩
倉
ら

と
の
洋
行
で
し
ば
ら
く
北
方
廟
議
と
は
離
れ
て
い
た
。

六
年
八
月
征
韓
征
台
速
行
反
対
の
意
見
書
（
７
）
で
も
内
治
優
先

に
関
連
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
北
方
問
題
を
顧
慮
し
て
い
ろ
。

「
土
方
則
ち
烈
寒
不
毛
に
し
て
動
も
す
れ
ば
叉
魯
児
の
暴
掠
に

困
す
、
内
政
筍
も
其
余
裕
あ
る
左
得
は
宜
し
く
施
て
其
民
を
按

撫
す
へ
し
、
而
し
て
亦
未
た
能
は
さ
る
な
り
、
然
る
左
今
叉
兵

を
境
外
に
用
ゐ
は
、
内
地
の
人
民
塗
炭
の
怨
永
を
累
ぬ
る
の
み

マ
マ

ら
す
、
北
地
の
人
民
皆
相
率
ゐ
て
日
ば
ん
、
我
政
府
は
則
ち
北

方
寒
地
の
与
し
難
ぎ
を
樟
か
り
て
、
南
方
暖
地
の
与
糸
し
易
き

に
偏
椅
せ
り
と
」
「
内
国
は
木
な
り
、
外
属
は
末
な
り
、
本
を

措
て
末
に
投
す
る
は
果
し
て
其
策
の
長
す
る
も
の
に
あ
ら
す
」

木
戸
に
と
っ
て
、
北
地
は
琉
球
と
異
り
内
国
に
含
ま
れ
て
い

明
治
初
期
の
樺
太
問
題
と
政
府
要
路
（
安
岡
）

、
■
■
■
』
０
■
■
』
．
■
■
０
鈩
凸
●
』

た
。
六
年
九
月
三
日
の
日
記
に
も
征
台
征
韓
を
憂
え
て
「
内
政
未

整
」
の
見
地
か
ら
「
云
義
務
、
無
先
於
保
護
唐
大
人
民
」
（
８
）
と

し
て
い
る
。
こ
△
に
木
戸
の
内
治
優
先
は
樺
太
を
含
め
て
論
ぜ
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

（
１
）
木
戸
孝
允
日
記
第
一
五
五
頁
明
治
元
年
六
月
十
八
日
の
条

（
２
）
松
菊
木
戸
公
伝
上
九
三
九
’
九
四
一
頁

な
お
藤
井
甚
太
郎
・
森
谷
秀
亮
共
著
「
明
治
時
代
史
』
二
轤
帽
燕

に
「
箱
館
裁
判
所
総
督
に
蝦
灯
地
開
拓
の
方
法
と
し
て
連
せ
る
覚
書
」

（
明
治
元
年
閏
四
月
二
一
日
）
か
ら
引
用
さ
れ
た
経
営
方
針
と
、
こ

の
木
戸
の
建
言
内
容
と
は
全
く
符
合
し
て
い
る
。

（
３
）
木
戸
孝
允
文
書
第
三
四
一
一
頁
明
治
二
年
八
月
五
日
大

村
宛
木
戸
書
翰

（
４
）
木
戸
孝
允
日
記
第
一
二
五
○
頁

（
５
）
木
戸
孝
允
文
書
第
一
一
一
四
二
二
頁
明
治
二
年
八
月
十
五
日

伊
藤
博
文
宛
木
戸
書
翰

（
６
）
松
菊
木
戸
公
伝
下
一
一
九
○
’
一
一
九
一
頁

（
７
）
木
戸
孝
允
文
書
第
八
一
二
九
’
一
三
一
一
一
頁

（
８
）
木
戸
孝
允
日
記
第
二
四
二
○
頁

○
黒
田
清
隆
の
樺
太
放
棄
論

黒
田
清
隆
の
樺
太
放
棄
論
は
世
上
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治

六
年
二
月
の
い
わ
ゆ
る
「
樺
太
事
件
奏
議
」
に
止
ま
ら
ず
、
樺
太

に
関
す
る
建
議
は
前
後
数
次
に
及
び
、
主
張
論
点
も
時
に
応
じ
内

一
八
九
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法
政
史
学
第
一
五
号

容
を
若
干
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
詳
論
す
れ
ば
優
に
一
篇
の

論
文
（
１
）
を
な
そ
う
が
、
こ
こ
で
は
対
露
関
係
の
面
か
ら
検
討
し

て
ふ
た
い
。

明
治
二
年
六
月
露
兵
樺
太
で
の
暴
挙
に
岡
本
監
輔
ら
上
京
し
訴

え
、
開
拓
督
務
鍋
島
直
正
主
張
し
、
廟
議
出
兵
に
傾
い
た
折
、
こ

れ
に
反
対
し
た
の
は
当
時
外
務
権
大
丞
の
黒
田
で
あ
っ
た
。
（
２
）

つ
い
で
三
年
四
月
兵
部
大
丞
当
時
も
、
丸
山
作
楽
。
谷
一
兀
道
之
の

出
兵
再
議
に
対
し
て
自
重
を
説
い
て
い
た
。
（
３
）
三
年
五
月
、
開

拓
次
官
任
命
に
当
っ
て
の
大
久
保
利
通
の
推
挽
は
前
述
し
た
。

三
年
七
月
（
４
）
、
樺
太
の
任
に
赴
く
に
当
っ
て
は
、
日
露
関
係

を
臂
え
て
「
今
嘗
ロ
ミ
一
一
我
卜
魯
ト
接
戦
ノ
形
勢
ヲ
以
テ
之
ヲ
言

へ
〈
、
樺
太
〈
其
付
候
ナ
リ
、
ロ
蝦
夷
〈
其
根
付
侯
ナ
リ
」
と
し

「
朝
廷
巳
一
一
魯
卜
戦
フ
ノ
計
算
ヲ
為
シ
魯
一
一
留
学
生
ヲ
遣
ハ
シ
兼

テ
間
諜
一
一
傭
へ
ラ
ル
可
シ
、
其
戦
ノ
計
算
（
人
才
ト
会
計
ト
ー
一
本

ツ
ク
」
と
て
、
対
露
策
の
具
体
的
方
針
を
進
言
し
て
い
た
。

三
年
十
月
、
（
３
）
北
海
道
開
拓
の
事
宜
を
論
じ
「
夫
レ
樺
太
〈

魯
人
雑
居
地
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
彼
此
親
睦
事
変
ヲ
生
セ
サ
ラ
シ
メ
、

然
ル
後
漸
次
手
ヲ
下
Ｚ
功
ヲ
他
日
二
収
ム
ル
ヲ
以
テ
要
ト
ス
、

然
し
ト
モ
今
日
雑
居
ノ
形
勢
ヲ
以
テ
之
ヲ
観
し
（
、
僅
一
一
三
年
ヲ

保
チ
得
へ
シ
、
今
一
一
及
ソ
テ
之
力
廃
置
ヲ
為
サ
、
ル
可
ラ
ス
」
と

の
見
込
承
で
、
鎮
府
を
石
狩
国
に
設
け
、
樺
太
北
海
道
を
総
轄
す

ぺ
ぎ
こ
と
を
論
じ
た
。

四
年
正
月
（
６
）
、
外
国
視
察
の
出
発
に
臨
ん
で
、
開
拓
次
官
と
し

て
樺
太
処
分
の
三
方
策
を
挙
げ
、
「
断
然
笄
て
以
て
魯
西
亜
に
付

し
無
用
の
地
に
力
を
労
せ
す
是
を
上
策
と
す
、
仮
令
一
二
歩
を
彼

れ
に
譲
る
と
い
へ
ど
も
経
界
を
確
定
し
多
少
の
煩
雑
を
省
く
是
を

中
策
と
す
、
当
今
雑
居
の
体
に
価
り
事
端
を
生
す
る
無
か
ら
し
め

時
を
侍
て
断
然
こ
れ
を
弄
る
の
上
策
に
帰
す
是
を
下
策
と
す
」
と

樺
太
放
棄
を
上
策
と
認
め
た
。

し
か
も
「
逮
一
一
之
ヲ
粟
ル
ー
忍
ヒ
ス
姑
ク
方
法
ヲ
立
テ
之
ヲ
実

際
一
一
試
ル
」
こ
と
二
年
余
で
な
お
成
果
を
挙
げ
得
な
か
っ
た
。
黒

田
は
こ
れ
を
地
勢
不
利
に
帰
し
、
六
年
一
一
月
の
建
議
（
７
）
で
は
「
カ

ヲ
無
用
ノ
地
一
一
用
ル
、
独
り
他
日
二
益
ナ
キ
ノ
ミ
ニ
非
ス
、
其
害

ヲ
生
ス
ル
一
一
至
ル
必
然
ナ
リ
」
と
の
見
地
か
ら
、
資
用
費
わ
ず
、

露
国
と
の
対
抗
上
も
不
利
で
あ
る
「
樺
太
ノ
如
キ
ハ
姑
ク
忍
ソ
テ

之
ヲ
粟
テ
、
彼
一
一
用
ル
ノ
カ
ヲ
移
シ
テ
速
一
一
北
海
道
ヲ
経
理
ス
ル

者
、
今
日
開
拓
ノ
ー
大
急
務
一
一
シ
テ
、
抑
叉
我
国
ノ
富
強
二
関
ス

ル
所
ナ
リ
」
と
し
、
樺
太
に
お
け
る
経
営
な
ら
び
に
軍
隊
の
経
費

明
細
を
添
え
、
名
を
棄
て
実
に
就
く
樺
太
放
棄
論
を
再
陳
し
た
。

黒
田
は
露
国
樺
太
雑
居
の
約
を
、
黒
海
に
関
す
る
条
約
の
破
約

に
鑑
ふ
て
も
特
む
に
足
ら
ず
と
し
て
い
た
が
、
六
年
四
月
楠
溪
で

の
露
兵
暴
行
事
件
に
、
六
月
開
拓
幹
事
堀
基
が
現
地
出
兵
を
乞
う

た
の
に
対
す
る
返
書
（
８
）
に
、
「
戌
兵
を
置
義
、
決
し
て
御
同
意
出

来
兼
ね
申
侯
、
弥
兵
隊
差
出
上
は
、
戦
を
決
し
魯
国
首
府
迄
攻
撃

一
九
○
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勝
算
の
目
途
充
分
相
立
候
上
な
ら
で
は
、
決
し
て
不
出
来
事
に
付

尤
樺
太
如
き
枝
葉
端
末
よ
り
、
此
上
も
な
ぎ
御
国
害
を
醸
成
す
る

こ
と
、
小
生
不
好
也
」
と
対
露
開
戦
の
危
倶
か
ら
も
出
兵
に
反
対

し
、
七
月
開
拓
判
官
松
木
十
郎
ら
に
も
慎
重
調
査
、
露
人
悪
業
の

確
証
探
索
を
指
示
（
９
）
し
て
い
た
。

し
か
る
に
安
田
定
則
の
復
命
を
得
る
と
、
九
月
二
日
（
、
）
に
は

遂
に
黒
田
次
官
も
事
情
切
迫
を
認
め
、
「
今
日
ノ
要
務
辺
備
ノ
兵

ヲ
出
シ
、
彼
ノ
挙
動
ヲ
禁
シ
人
民
ヲ
シ
テ
安
全
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ノ

外
ナ
シ
、
臣
力
意
此
一
一
決
セ
リ
」
と
出
兵
論
に
転
じ
、
海
陸
両
軍

の
厳
備
を
要
と
し
「
束
察
加
ヨ
リ
山
丹
黒
竜
江
都
テ
西
北
方
海
陸

ノ
測
量
〈
尤
モ
急
一
一
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
」
と
対
露
戦
略
を
唱
え
た
。

旬
日
後
、
岩
倉
大
使
ら
の
帰
朝
を
迎
え
、
征
韓
論
争
の
展
開
を

見
た
中
に
、
樺
太
案
件
の
急
を
主
張
す
る
黒
田
の
論
は
、
大
久
保

・
木
戸
ら
非
征
韓
派
の
論
拠
を
援
護
す
る
形
と
な
り
、
黒
田
・
大

久
保
間
の
脈
絡
を
推
察
さ
せ
る
。
征
韓
論
争
決
裂
後
も
、
六
年
十

一
月
（
型
黒
田
は
樺
太
開
拓
事
業
に
対
す
る
決
意
を
披
瀝
し
、
七

年
四
月
冠
）
に
も
台
湾
出
師
に
関
連
し
、
「
樺
太
封
彊
ノ
憂
未
夕

除
カ
ス
、
朝
鮮
無
礼
ノ
罪
未
夕
正
サ
ス
、
是
し
皆
廟
堂
ノ
置
テ
問

ハ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
者
ナ
リ
」
と
、
北
門
守
備
の
責
任
を
自
覚
し
蕃

地
征
討
ほ
ぼ
了
っ
た
七
月
の
建
議
で
も
、
（
ご
台
湾
を
論
じ
「
魯
国

ノ
憂
是
ヨ
リ
重
ク
シ
テ
且
シ
急
ナ
リ
」
と
事
の
緩
急
軽
重
を
説
き

終
始
北
地
の
任
左
掌
っ
た
黒
田
の
面
目
を
示
し
て
い
る
。

明
治
初
期
の
樺
太
問
題
と
政
府
要
路
（
安
岡
）

黒
田
は
樺
太
よ
り
も
北
海
道
の
経
営
に
力
を
注
ぐ
意
見
て
一
貫

し
て
お
り
、
屯
田
兵
の
制
し
そ
の
建
議
画
）
に
負
う
所
大
ぎ
か
つ

た
。
実
地
経
営
に
基
づ
く
そ
の
意
見
は
、
現
地
を
踏
ま
ぬ
廟
堂
諸

公
の
間
で
重
ん
ぜ
ら
れ
、
薩
長
藩
閥
に
お
け
る
黒
田
の
有
力
な
位

地
と
相
俟
っ
て
、
政
策
決
定
を
黒
田
の
持
論
で
あ
る
樺
太
放
棄
論

に
傾
か
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

（
１
）
高
倉
新
一
郎
「
黒
田
清
隆
伯
の
北
方
経
営
」
経
済
史
研
究
二
八
巻

一
号
昭
Ⅳ
、
伊
地
知
明
「
黒
田
清
隆
履
歴
書
案
に
承
る
思
想
と
行

動
」
安
田
学
園
研
究
紀
要
第
五
号
昭
刃

（
２
）
黒
田
清
隆
意
見
書
類
（
旧
憲
政
史
編
纂
会
写
・
国
立
国
会
図
書
館

憲
政
資
料
室
蔵
）
所
収
「
樺
太
処
分
一
一
関
ス
ル
前
建
議
ノ
裁
決
ヲ
乞

う
書
」
（
明
治
六
年
九
月
二
日
）
、
西
南
記
伝
上
巻
二
一
八
一
頁

堀
基
宛
黒
田
清
隆
書
翰
（
明
治
六
年
七
月
六
日
）

（
３
）
黒
田
清
隆
意
見
書
類
、
同
前
建
議

（
４
）
黒
田
清
隆
意
見
書
類
、
「
繊
太
ノ
任
一
一
赴
ク
ニ
付
意
見
ヲ
陳
ス
」

（
５
）
黒
田
清
隆
意
見
書
類
、
「
北
海
道
樺
太
一
一
関
ス
ル
上
奏
」

（
６
）
黒
田
清
隆
意
見
書
類
、
「
樺
太
処
分
二
関
ス
ル
三
方
策
」

（
７
）
黒
田
清
隆
意
見
書
類
、
「
樺
太
放
棄
一
一
関
ス
ル
上
奏
」

（
８
）
西
南
記
伝
上
巻
一
一
一
八
一
頁
前
掲
、
堀
基
宛
黒
田
書
翰

（
９
）
西
南
記
伝
上
巻
二
一
八
三
’
一
八
四
頁

（
、
）
黒
田
清
隆
意
見
書
類
、
前
掲
註
（
２
）
建
議
と
同
じ

（
、
）
黒
田
清
隆
意
見
書
類
、
「
樺
太
開
拓
事
業
一
一
対
ス
ル
決
意
」

（
、
）
黒
田
清
隆
意
見
書
類
、
「
台
湾
出
師
ノ
中
止
ヲ
非
ト
ス
ル
意
見
書
」

（
Ｂ
）
黒
田
清
隆
意
見
書
類
、
「
魯
国
ノ
北
地
侵
略
其
他
内
治
外
交
一
一
関

一

九
一
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○
大
隈
重
信
の
樺
太
優
先
論

大
隈
重
信
の
出
身
地
肥
前
で
は
藩
主
鍋
島
閑
更
が
北
地
に
外
人

凱
舗
せ
ん
と
の
状
あ
る
に
鑑
承
、
島
義
勇
ら
に
実
地
探
検
さ
せ
、

一
部
に
移
住
者
を
送
っ
て
い
た
。
大
隈
は
島
た
ち
や
彼
地
在
留
の

商
人
か
ら
現
地
の
事
情
を
聞
き
、
且
つ
外
交
の
衝
に
当
る
に
及
ん

で
一
層
蝦
夷
地
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
た
。
「
蝦
夷
地
の
拓
植
に

関
し
て
は
、
先
つ
閑
更
を
説
く
に
如
く
は
な
し
」
（
１
）
と
策
し
た

が
、
鍋
島
直
正
（
閑
曳
）
老
年
の
た
め
現
地
に
赴
け
な
か
っ
た
。

大
隈
の
議
論
で
は
、
樺
太
問
題
憂
擢
す
る
に
足
ら
ず
と
信
じ
、

「
断
然
と
樺
太
の
雑
居
を
廃
し
、
幕
府
が
嘗
て
使
節
を
派
し
て
、

露
国
と
談
決
せ
し
境
界
論
を
持
出
し
て
、
速
か
に
之
を
確
定
す
る

の
急
務
た
る
を
説
」
い
た
が
、
維
新
早
く
内
外
多
事
の
た
め
「
折

角
の
論
議
も
遂
に
実
行
せ
ら
る
る
の
機
を
得
き
り
し
」
と
は
、
大

隈
後
年
の
述
懐
で
あ
る
。
（
２
）

こ
こ
に
便
宜
鍋
島
直
正
の
意
見
を
願
ぷ
て
お
き
た
い
。
明
治
二

年
六
月
蝦
夷
地
開
拓
督
務
に
任
ぜ
ら
れ
、
樺
太
出
兵
を
主
張
し
、

法
政
史
学
第
一
五
号

ス
ル
建
議
」

（
凶
）
大
久
保
利
通
文
書
第
五
二
二
一
一
一
’
二
二
四
頁
、
新
撰
北
海
道

史
第
三
巻
一
一
一
七
○
頁
、
札
幌
区
史
五
八
一
－
五
八
一
一
頁

な
お
屯
田
開
始
に
つ
い
て
、
西
郷
隆
盛
が
廃
藩
置
県
後
の
士
族
失
業

を
慮
り
企
図
主
張
し
た
の
に
起
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
（
新
撰
北

海
道
史
第
三
巻
一
一
一
六
八
’
一
一
ニ
ハ
九
頁
所
引
松
本
系
譜
）

一
九
二

七
月
開
拓
使
長
官
と
な
り
、
八
月
東
久
世
通
禧
が
代
り
、
鍋
島
は

岩
倉
と
共
に
両
大
納
言
の
地
位
に
あ
っ
た
。
九
月
建
言
し
て
「
惣

而
開
拓
之
義
者
、
是
非
非
常
大
挙
之
策
無
し
之
而
者
決
し
て
相
済
間

敷
、
就
而
者
常
格
通
例
之
御
費
用
筋
者
、
総
而
被
一
一
相
省
一
、
闇
国

は
め

之
全
力
を
北
海
道
被
一
一
相
部
一
侯
様
御
決
議
相
成
度
（
中
略
）
外
夷

掠
奪
之
心
万
一
如
何
之
都
合
等
可
一
一
相
移
一
哉
難
レ
計
、
於
二
御
国
体

一
甚
以
佳
念
仕
義
」
と
し
た
の
は
、
樺
太
露
人
暴
行
事
件
に
憤
激

し
た
開
拓
便
判
官
島
義
勇
の
方
略
に
か
か
る
と
見
ら
れ
る
。

降
っ
て
明
治
六
年
四
月
楠
溪
で
露
兵
暴
行
事
件
発
生
の
後
、
五

月
大
蔵
省
事
務
総
裁
参
議
の
職
に
あ
っ
た
大
隈
は
、
黒
田
開
拓
次

官
に
「
樺
太
対
策
意
見
書
」
（
４
）
を
呈
し
た
。
こ
れ
を
摘
録
す
れ

ば
、
ま
ず
幕
末
小
出
大
和
守
雑
居
の
約
を
幕
府
の
失
計
と
非
難
し

「
夫
レ
雑
居
ノ
約
既
一
一
国
権
ヲ
損
夷
況
ャ
今
其
雑
居
ノ
権
ヲ
保

シ
能
ハ
サ
ル
ー
ー
於
テ
ヲ
ャ
」
と
い
い
、
当
時
征
韓
論
と
共
に
、
琉
球

人
遭
難
報
復
の
征
台
論
が
し
き
り
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し

「
琉
球
〈
外
ナ
リ
何
太
く
内
ナ
リ
、
虐
ヲ
外
一
一
受
ル
モ
ノ
其
恥
タ

ル
ャ
小
サ
ク
、
虐
ヲ
内
一
一
受
ル
者
其
辱
タ
ル
ャ
大
イ
ナ
レ
ミ
カ

ヲ
尺
シ
テ
以
テ
国
権
ヲ
伸
ヘ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
決
シ
テ
朝
鮮
台
湾

一
一
左
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
内
外
の
別
を
弁
じ
、
続
い
て
自
他
を
論
じ

「
河
太
島
ノ
事
独
り
我
邦
ノ
大
辱
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
魯
国
一
一
在
テ

モ
亦
必
ス
政
府
ノ
宜
ク
恥
ツ
ヘ
キ
所
ナ
リ
」
と
の
見
地
か
ら
、
方
策

と
し
て
は
「
外
務
省
彼
政
府
一
一
告
ク
ル
ー
－
其
我
民
ヲ
虐
ス
ル
ヲ
以
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テ
シ
テ
以
テ
彼
此
ノ
曲
直
ヲ
説
明
シ
、
任
ヲ
開
拓
一
一
承
ル
者
又
務

メ
ー
プ
経
略
ヲ
正
ク
シ
制
御
其
術
ヲ
矢
〈
三
彼
我
／
紛
争
ヲ
確
定

セ
ミ
彼
ノ
政
府
モ
亦
自
ラ
槐
ツ
ル
所
ヲ
知
り
、
未
タ
必
シ
モ
逮

力
一
一
辺
覺
ヲ
開
ク
ニ
至
ラ
サ
ル
ヘ
シ
」
（
５
）
と
論
じ
て
い
る
。

な
お
大
隈
文
書
の
中
に
外
務
省
顧
問
米
人
ル
・
ヂ
ャ
ン
ド
ル

Ｃ
二
・
田
の
⑦
の
ロ
号
の
李
仙
得
の
意
見
書
が
あ
る
。
（
６
）
副
島
種
臣

と
同
じ
く
、
大
隈
も
彼
を
か
な
り
高
く
買
っ
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
外
交
意
見
で
は
、
ま
ず
樺
太
帰
属
問
題
を
と
り
上
げ
、
「
若

樺
太
ヲ
拳
テ
魯
国
亭
讓
ル
時
〈
彼
ノ
東
洋
一
一
於
テ
他
国
ノ
海
軍
盛

大
一
一
至
ル
ヲ
拒
ミ
タ
ル
英
国
祖
先
ノ
目
途
二
反
ス
、
又
日
本
一
一
テ

此
島
ヲ
保
有
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
（
、
後
来
亜
細
亜
洲
二
事
変
ア
ル

ー
ー
及
テ
其
親
睦
ヲ
仰
キ
ー
プ
之
力
応
援
タ
ル
ヘ
キ
一
大
強
国
則
魯
国

ヲ
捨
ツ
ル
一
一
至
」
る
と
し
て
、
英
露
両
国
の
極
東
政
策
の
間
に
お

け
る
日
本
の
立
場
を
考
慮
し
、
「
今
日
一
一
及
ソ
ー
プ
只
所
及
ノ
利
益

ナ
ル
約
束
ヲ
以
テ
該
島
ヲ
付
与
ス
ル
ノ
外
敢
テ
良
策
ア
ル
事
ナ

シ
」
（
７
）
と
、
露
国
に
対
し
て
そ
の
植
民
が
進
展
し
な
い
う
ち
に

代
償
を
収
め
て
樺
太
を
付
与
す
べ
し
と
の
樺
太
放
棄
論
で
あ
っ

た
。
立
論
に
若
干
の
相
違
点
は
あ
る
に
せ
よ
黒
田
の
放
棄
論
と
も

相
通
ず
る
所
が
あ
っ
た
。

ル
・
ヂ
ャ
ン
ド
ル
の
論
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
樺
太
を
捨
て
、
朝

鮮
・
台
湾
を
略
取
せ
よ
と
の
方
策
で
あ
り
、
後
年
の
日
本
は
、
こ

れ
ら
を
す
べ
て
実
現
し
た
形
と
な
っ
た
。
大
隈
は
ル
・
ヂ
ャ
ン
ド

明
治
初
期
の
樺
太
問
題
と
政
府
要
路
（
安
岡
）

ル
の
樺
太
放
棄
論
に
は
意
見
を
異
に
し
た
が
、
台
湾
遠
征
で
は
そ

の
指
向
に
従
っ
た
と
い
え
る
。

征
韓
論
争
に
当
り
、
樺
太
先
決
の
立
場
か
ら
朝
鮮
遣
使
に
与
し

た
か
っ
た
大
隈
は
、
翌
七
年
二
月
「
台
湾
蕃
地
処
分
要
略
」
（
８
）
を

大
久
保
と
連
名
で
作
成
し
、
征
台
廟
議
決
定
に
役
割
を
果
し
た
。

（
１
）
大
隈
伯
昔
日
認
一
一
一
○
六
頁

（
２
）
大
隈
伯
昔
日
謹
三
○
七
頁

（
３
）
鍋
島
直
正
公
伝
第
六
編
四
四
一
一
頁

（
４
）
大
隈
文
書
第
一
巻
〔
三
九
〕
明
治
六
年
五
月
と
す
る
は
編
者
の

推
定
、
「
樺
太
対
策
意
見
書
」
も
編
者
の
付
し
た
題
で
あ
る
。
な
お

「
此
の
意
見
書
は
単
に
草
稿
だ
け
に
終
り
、
黒
田
や
そ
の
他
政
府
当

局
者
の
眼
に
は
、
つ
い
に
触
れ
な
い
で
終
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
」

由
で
あ
る
。
（
大
隈
研
究
第
二
輯
一
八
○
頁
註
記
３
）

（
５
）
大
隈
文
書
第
一
巻
二
一
○
’
一
一
二
頁

（
６
）
中
村
尚
美
「
州
．
好
ャ
脚
ド
鼬
英
露
の
極
東
政
策
と
日
本
外
交
」

（
大
隈
研
究
第
二
輯
・
昭
汀
）
所
引
の
「
ル
・
ヂ
ャ
ン
ド
ル
建
言
書
」

大
隈
文
書
Ａ
四
四
九
二
号
（
明
治
七
年
）

（
７
）
前
掲
中
村
論
文
所
引
、
明
治
八
年
十
月
「
建
言
書
」
猷
噸
蚊
潜
瓢

（
８
）
大
隈
重
信
関
係
文
書
第
二
〔
三
八
八
〕
、
日
本
外
交
年
表
竝
主

要
文
書
上
五
四
’
五
五
頁

○
副
島
種
臣
の
樺
太
買
収
策

副
島
種
臣
は
明
治
一
一
年
八
月
当
時
「
巳
に
魯
を
伐
之
論
左
立
」

て
て
い
た
（
１
）
と
い
う
が
、
そ
の
外
交
政
略
は
む
し
ろ
露
国
と
の

一
九
一
一
一
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法
政
史
学
第
一
五
号

直
接
交
渉
に
よ
っ
て
事
の
解
決
を
計
る
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

三
年
十
一
月
、
副
島
は
参
議
と
し
て
外
務
大
輔
寺
島
宗
則
と
共

に
ビ
ュ
ッ
オ
フ
層
鵬
額
鯛
駐
在
）
と
会
談
（
２
）
し
、
樺
太
問
題
に
対
す
る

日
本
側
の
意
向
を
示
し
て
以
後
、
対
露
交
渉
の
衝
に
当
っ
た
。

四
年
五
月
、
樺
太
経
界
談
判
の
全
権
を
委
任
ざ
れ
露
国
沿
海
州

ポ
セ
ッ
ト
に
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
（
３
）
函
館
ま
で
至
っ
て
同

地
駐
在
露
国
領
事
ウ
ラ
ロ
ウ
ス
キ
ー
と
交
渉
の
結
果
、
空
し
く
一

行
引
揚
げ
帰
京
し
た
。
露
国
は
ピ
ュ
ッ
オ
フ
を
駐
日
代
理
公
使
に

任
命
し
東
京
で
樺
太
談
判
を
行
な
う
方
針
で
あ
っ
た
。
前
述
岩
倉

外
務
卿
の
露
都
談
判
の
建
議
は
こ
の
際
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
年
十
一
月
副
島
外
務
卿
就
任
後
の
樺
太
交
渉
の
内
容
は
、
確

実
な
史
料
に
乏
し
い
が
伝
え
ら
れ
る
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

五
年
四
月
ピ
ュ
ッ
オ
フ
着
任
、
六
月
か
ら
副
島
と
の
間
に
談
判

が
開
始
さ
れ
た
。
副
島
は
予
め
大
隅
大
蔵
卿
に
樺
太
買
収
費
国
庫

支
出
の
可
否
を
質
し
て
承
諾
を
得
た
。
一
八
六
七
年
露
国
ア
ラ
ス

カ
売
却
の
事
実
に
照
し
て
の
樺
太
買
収
策
で
あ
っ
た
。
ピ
ュ
ッ
オ

フ
は
島
上
分
界
に
は
同
意
せ
ず
副
島
の
二
百
万
円
北
樺
太
買
収
提

議
（
４
）
は
本
国
に
請
訓
し
、
本
国
政
府
も
樺
太
放
棄
に
意
が
動
い

た
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
六
年
初
頭
、
ビ
ュ
ッ
オ
フ
は
回
訓
に
よ
り

樺
太
は
流
刑
地
と
し
て
売
却
に
応
じ
難
い
旨
を
通
告
し
、
且
つ

「
日
本
政
府
ニ
ハ
秦
テ
魯
国
一
一
与
フ
ヘ
キ
議
論
不
少
一
一
独
外
務
卿

ノ
ミ
コ
レ
ヲ
有
タ
ン
コ
ト
ヲ
執
論
ス
ル
ョ
シ
」
（
５
）
と
日
本
国
内

の
樺
太
放
棄
論
を
察
知
し
た
態
度
を
示
し
た
。
副
島
は
折
衝
中
、

ピ
ュ
ッ
オ
フ
に
対
し
、
樺
太
放
棄
の
代
償
と
し
て
「
征
韓
一
拳
、

魯
国
中
立
の
件
を
以
て
所
謂
釣
合
品
の
一
に
算
入
」
（
６
）
し
、
恐

ら
く
そ
の
意
表
に
出
た
が
、
こ
れ
は
副
島
の
大
陸
政
策
の
一
端
を

窺
わ
せ
る
方
寸
で
あ
る
。

六
年
三
月
、
副
島
は
全
権
大
使
と
し
て
清
国
に
渡
っ
た
の
で
、

樺
太
談
判
も
中
絶
の
形
と
な
り
、
四
月
以
降
樺
太
現
地
で
の
事
情

も
悪
化
し
、
黒
田
清
隆
の
樺
太
放
棄
論
が
優
勢
と
な
り
、
副
島
も

清
国
に
お
い
て
朝
鮮
・
台
湾
に
関
す
る
一
言
質
を
得
て
七
月
帰
朝
後

は
征
韓
論
や
琉
球
台
湾
問
題
に
熱
意
を
示
す
に
至
っ
た
。
し
か
し

副
島
は
一
時
「
黒
田
の
反
対
に
よ
っ
て
樺
太
と
の
談
判
不
成
立
に

了
っ
た
の
を
遺
憾
と
し
、
黒
田
と
は
絶
交
同
然
と
な
っ
た
」
（
７
）
ほ

ど
と
い
う
か
ら
、
樺
太
対
策
に
寧
ろ
消
極
的
で
あ
っ
た
と
見
る
の

は
そ
の
心
事
に
反
す
る
観
察
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
１
）
木
戸
孝
允
文
書
第
一
一
一
四
一
一
一
一
一
頁
明
治
一
一
年
八
月
十
五
日

伊
藤
博
文
宛
木
戸
孝
允
書
翰

（
２
）
刺
太
檗
覧
二
編
一
一
一
十
二
、
大
日
本
外
交
文
書
第
三
巻
〔
七
六
〕

（
３
）
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
七
四
四
六
’
四
六
一
一
頁

（
４
）
副
島
種
臣
「
明
治
の
外
交
戸
『
開
国
五
十
年
史
」
上
巻
一
八
○
頁
）

（
５
）
大
日
本
外
交
文
書
第
五
巻
〔
一
七
一
一
〕
附
記
四
（
田
辺
太
一

「
樺
太
境
界
談
判
概
略
」
）
一
一
毛
○
頁

（
６
）
大
日
本
外
交
文
書
第
七
巻
〔
二
一
一
一
一
一
一
〕
四
四
五
頁

一
九
四
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（
７
）
丸
山
幹
治
著
『
副
島
種
臣
伯
』
一
七
八
頁
副
島
道
正
伯
談

○
西
郷
隆
盛
・
江
藤
新
平
と
北
方
策

西
郷
隆
盛
は
北
方
へ
の
関
心
も
強
く
、
札
幌
に
鎮
台
設
置
の
場

合
は
、
自
ら
「
札
幌
本
営
一
一
ス
ワ
リ
可
し
申
、
樺
太
分
営
デ
（
篠

（
国
幹
）

原
久
一
一
遣
サ
ン
ト
」
（
１
）
意
図
し
て
い
た
し
、
露
国
と
開
戦
の
際

は
「
ホ
ッ
セ
ッ
ト
ノ
方
ヨ
リ
ニ
コ
ラ
イ
マ
デ
モ
張
り
出
シ
、
此
方

ヨ
リ
屹
度
一
歩
彼
地
一
一
踏
込
」
（
２
）
む
戦
略
を
説
い
て
い
た
。

五
年
八
月
に
副
島
・
板
垣
ら
の
参
議
と
謀
り
、
陸
軍
士
官
な
ど

に
よ
る
朝
鮮
・
満
支
の
実
地
調
査
を
企
図
し
た
の
も
露
国
の
南
下

に
対
す
る
西
郷
の
配
慮
に
出
た
所
（
３
）
で
あ
っ
た
。

征
韓
論
争
当
時
、
六
年
九
月
二
日
、
西
郷
参
議
は
樺
太
住
民
の

保
護
出
兵
を
建
議
し
た
黒
田
清
隆
に
対
し
て
「
樺
太
の
条
件
御
申

立
相
成
候
由
、
雀
踊
此
事
に
御
座
侯
、
貴
兄
の
御
持
場
に
事
始
り

候
得
ば
朝
鮮
処
に
て
は
無
し
之
、
直
様
振
替
候
心
底
に
御
座
候
」
と

目
下
の
重
要
案
件
と
し
て
遣
使
を
固
執
し
て
い
た
朝
鮮
問
題
を
さ

し
お
い
て
も
樺
太
問
題
を
応
援
す
る
と
い
い
、
露
国
を
ぱ
「
相
手

は
好
し
此
位
の
楽
み
は
無
之
事
と
」
（
４
）
し
て
賛
意
を
表
し
て
い

た
。
し
か
る
に
九
月
十
一
日
、
黒
田
に
対
し
て
、
三
条
か
ら
参
議

へ
の
建
白
廻
付
が
遅
れ
て
い
る
様
子
に
、
樺
太
護
兵
は
覚
束
な
し

と
見
て
「
飛
出
候
て
可
宜
義
に
御
座
候
得
共
、
朝
鮮
の
処
迄
も
崩

れ
候
て
は
頓
と
蔵
が
め
あ
が
り
可
申
と
狐
疑
い
た
し
居
申
候
、
若

明
治
初
期
の
樺
太
問
題
と
政
府
要
路
（
安
岡
）

哉
朝
鮮
を
こ
は
が
り
て
、
よ
け
に
論
を
起
し
候
と
の
疑
惑
も
起
り

候
ば
ん
と
案
じ
層
申
侯
」
（
５
）
と
、
や
は
り
朝
鮮
問
題
を
優
先
さ

せ
て
い
る
の
で
、
西
郷
の
真
意
は
こ
の
書
翰
の
方
に
現
わ
れ
て
い

る
と
付
度
さ
れ
る
。

西
郷
は
岩
倉
に
対
し
て
、
樺
太
処
分
を
ま
っ
て
朝
鮮
事
案
に
及

ぶ
と
す
る
な
ら
ば
、
遣
露
使
の
命
を
奉
ぜ
ん
と
請
う
た
が
、
岩
倉

は
樺
太
事
案
の
処
弁
は
外
務
卿
の
任
と
し
て
こ
れ
を
御
け
た
。
（
６
）

征
韓
論
争
で
西
郷
と
立
場
を
同
じ
く
し
た
参
議
江
藤
新
平
は
、

す
で
に
早
く
安
政
三
年
に
草
し
た
「
図
海
策
」
に
拓
北
の
章
で
、

「
若
し
郷
羅
と
隙
を
生
じ
已
む
こ
と
を
得
ず
戦
争
に
及
ば
△
、
我

開
拓
す
る
蝦
夷
よ
り
軍
兵
を
出
し
、
直
に
進
て
彼
が
頼
み
と
す
る

『
カ
ム
サ
ッ
カ
』
を
攻
抜
き
、
勢
に
乗
じ
て
『
オ
ホ
ッ
ヵ
』
を
攻

取
」
る
（
７
）
方
略
上
か
ら
も
蝦
夷
開
拓
の
必
要
を
説
い
て
い
た
。

明
治
四
年
三
月
、
岩
倉
の
求
め
に
応
じ
て
「
対
外
策
」
一
篇
を

呈
し
た
が
、
そ
の
う
ち
上
略
と
し
て
は
「
海
陸
の
軍
事
整
ひ
、
間

者
に
て
の
事
情
を
得
、
地
理
を
詳
に
し
、
，
戦
略
定
り
、
於
し
是
無

礼
の
事
あ
る
時
は
、
其
曲
を
正
し
、
是
を
魯
と
謀
り
、
力
を
併
せ

て
歎
、
又
は
魯
を
中
立
せ
し
め
て
我
の
み
に
て
獣
、
一
拳
支
那
を

可
し
征
な
り
」
（
８
）
と
し
て
い
た
。

征
韓
論
争
た
け
な
わ
の
六
年
十
月
十
五
日
、
岩
倉
・
三
条
宛
の

書
翰
で
江
藤
は
、
樺
太
問
題
と
朝
鮮
問
題
と
の
関
連
を
否
定
し
、

「
朝
鮮
え
の
使
節
と
魯
人
と
の
関
係
は
有
之
間
敷
へ
訳
は
唐
太
の

一
九
五
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法
政
史
学
第
一
五
号

事
は
、
民
と
民
と
の
儀
に
付
、
交
際
上
の
談
判
に
而
可
相
整
」
（
２

と
し
た
が
、
朝
鮮
出
兵
に
当
っ
て
は
万
一
の
場
合
露
国
と
開
戦
の

覚
悟
を
要
請
し
て
い
る
。

征
韓
論
者
は
当
面
の
主
張
と
し
て
朝
鮮
問
題
の
急
を
優
先
さ
せ

た
が
、
決
し
て
北
方
を
軽
視
す
る
も
の
で
な
く
、
と
く
に
露
国
の

動
向
に
注
意
を
向
け
た
こ
と
は
、
副
島
・
西
郷
・
江
藤
同
様
で
あ

っ
た
。
征
韓
派
参
議
と
し
て
下
野
し
た
前
原
一
誠
兆
千
島
・
樺
太

交
換
を
不
利
と
考
え
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
ｎ
）

（
１
）
大
西
郷
全
集
第
一
一
巻
七
七
九
頁
（
酒
井
玄
蕃
筆
記
）

（
２
）
大
西
郷
全
集
第
二
巻
七
七
七
頁
（
同
前
）

（
３
）
西
南
記
伝
上
巻
一
三
一
一
頁

（
４
）
大
西
郷
全
集
第
二
巻
七
六
一
一
一
頁

（
５
）
大
西
郷
全
集
第
二
巻
七
六
七
’
七
六
八
頁

（
６
）
岩
倉
公
実
記
下
巻
六
五
頁

（
７
）
江
藤
南
白
上
一
二
八
頁

（
８
）
江
藤
南
白
下
二
九
六
’
二
九
七
頁

（
９
）
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
五
一
一
一
四
二
頁
、
岩
倉
公
実
記
下
巻

六
七
頁
、
江
藤
南
白
下
二
四
四
頁

（
、
）
前
原
一
誠
伝
九
八
三
頁

結
一一一一回

以
上
点
描
し
た
論
議
か
ら
見
て
も
、
明
治
初
年
の
政
府
要
路
に

と
っ
て
、
露
国
の
南
下
に
対
す
る
北
方
領
土
対
策
が
、
常
に
念
頭

一
九
六

を
離
れ
な
い
重
要
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
現
地
で

の
露
国
官
憲
と
の
衝
突
を
直
ち
に
露
国
政
府
の
方
針
と
臆
測
危
倶

し
た
嫌
い
な
し
と
し
な
い
が
（
１
）
現
地
当
事
者
が
積
極
策
を
訴
え

た
の
を
抑
え
て
、
廟
堂
で
は
露
国
と
事
を
構
え
る
の
を
極
力
回
避

す
る
方
針
が
維
持
さ
れ
た
。
樺
太
に
関
し
て
は
民
間
で
も
放
棄
論

・
維
持
経
営
論
と
論
議
が
あ
っ
た
が
、
（
２
）
結
局
、
実
地
に
通
暁

し
た
黒
田
開
拓
次
官
の
意
見
が
廟
議
の
大
勢
を
．
占
め
、
明
治
八
年

五
月
に
至
り
「
我
物
ヲ
以
テ
我
物
ト
交
換
シ
タ
ル
ノ
観
」
（
３
）
あ
る

樺
太
千
島
交
換
条
約
の
調
印
で
結
着
を
見
た
。
今
日
か
ら
見
れ
ば

遺
憾
と
さ
れ
る
こ
の
結
末
も
、
当
時
の
日
本
資
本
主
義
の
段
階
で

は
、
樺
太
の
資
源
開
発
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
北
洋
漁

業
権
の
確
保
を
こ
の
時
期
の
外
交
上
の
成
功
と
見
る
（
４
）
こ
と
も

で
き
る
。
樺
太
放
棄
論
を
唱
え
た
黒
田
一
個
人
に
そ
の
責
を
帰
す

の
は
必
ず
し
も
当
を
得
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

（
１
）
前
掲
、
藤
井
・
森
谷
『
明
治
時
代
史
』
一
一
六
七
八
頁

（
２
）
佐
田
白
茅
編
「
樺
太
評
論
』
明
８
（
明
治
文
化
全
集
第
二
十
二
巻

雑
史
篇
所
収
）
に
六
篇
の
論
説
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
樺
太
施
政
沿
革
維
新
以
後
上
二
四
頁

（
４
）
時
野
谷
勝
「
明
治
初
年
の
外
交
」
鑑
“
『
日
本
歴
史
』
お
近
代
２
）

昭
笂
一
一
四
一
頁

〔
追
記
〕
黒
田
の
建
言
書
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室

寄
託
の
黒
田
清
隆
文
書
に
含
ま
れ
る
写
し
を
参
照
し
た
分
も
あ
る
が

こ
こ
で
は
表
題
共
そ
の
ま
ま
「
黒
田
清
隆
意
見
書
類
」
に
拠
っ
た
。
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